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使用料及び負担金
1億4,655 万円

1.4％

地方交付税
28億5,000 万円

26.9％

その他
7億5,884 万円

7.2％

町税
18億5,199 万円

17.5％

諸収入
1億5,825 万円

1.5％

町債
14億6,620 万円

13.8％

国庫支出金
14億6,158 万円

13.8％

県支出金
6億6,478 万円

6.3％

その他
1億6,256 万円

1.5％

自主財源
36億1,535 万円

34.2％
依存財源

69億8,512 万円
65.8％

歳 入 予 算
町　　　税：�町民税、固定資産税など町民が

納める税金です。
繰　入　金：�町の貯金を下ろして財源に充て

るお金です。
町　　　債：�町の事業を行うために借りるお

金です。
国・県支出金：�特定の事業を行うために国や県

から配分されるお金です。
地方交付税：�公共団体の公平性を保つため、

国から地方へ配分されるお金で
す。

歳 出 予 算
総 務 費：�管理、企画、地域振興、ふるさと

創生などに使われます。
民 生 費：�障がい者支援、老人福祉、児童福

祉などに使われます。
衛 生 費：�健康づくり、環境衛生、じん芥処

理などに使われます。
農林水産業費：農林水産業の振興に使われます。
土 木 費：�道路、橋、河川の改修などに使わ

れます。
教 育 費：�小学校、中学校、社会教育などに

使われます。

第 2 回定例会第 2 回定例会

令和５年度一般会計令和５年度一般会計
� 当初予算を� 当初予算を修正修正して可決して可決

総額総額１０６１０６　　億�億�４７４７　　万円万円
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�令和５年第２回定例会が３月１日から 15 日までの�
15 日間の会期で開催されました。
　議会では、町長から提案された令和５年度一般会計当
初予算をはじめ、各特別会計等当初予算９件、令和４年
度一般会計等補正予算３件、条例の制定、一部改正並び
に廃止等が 19 件、その他の議案２件の計 33 件の議案を
審議しました。

定例会定例会
月月3

対前年度比対前年度比
１4 億 8,137 万円 (16.2％ ) の増額１4 億 8,137 万円 (16.2％ ) の増額

繰入金
6億9,972 万円

6.6％

地方消費税交付金
3億8,000 万円

3.6％

　※自主財源　町が自主的に集めることができるお金

　※依存財源　国や県から交付されるお金や借金の事

総務費
35億6,972 万円

33.7％

民生費
28億6,823 万円

27.1％

衛生費
9億4,522 万円

8.9％

農林水産業費
1億9,695 万円

1.9％

土木費
8億464 万円

7.6％

教育費
7億7,459 万円

7.3％

公債費
9億6,315 万円

9.1％

その他
6,216 万円

0.6％

消防費
3億2,265 万円

3.0％

議会費
9,316 万円

0.9％



　

令
和
５
年
度
に
増
額
と

な
っ
た
主
な
歳
入
予
算
は
、

役
場
新
庁
舎
等
の
建
設
工

事
、
外
構
の
建
設
等
が
本
格

的
に
始
ま
る
こ
と
か
ら
庁
舎

等
建
設
費
、
ま
た
鞍
手
幼
稚

園
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

新
制
度
の
幼
稚
園
に
移
行
す

る
た
め
の
幼
稚
園
費
な
ど
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
減
額
さ
れ
た
主

な
歳
出
予
算
（
使
う
お
金
）

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
が
「
５
類
相
当
感
染

症
」
に
移
行
す
る
こ
と
に
伴

い
、
医
療
提
供
体
制
及
び
公

費
支
援
の
見
直
し
等
が
行
わ

れ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
接
種
事
業
費
、
新
た

に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
商
品
券

を
導
入
す
る
地
域
振
興
券
発

行
支
援
事
業
費
な
ど
で
す
。

　

一
般
会
計
当
初
予
算
は
、

審
査
の
付
託
を
受
け
た
予
算

特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
修

正
動
議
が
提
出
さ
れ
、
審
議

の
結
果
、
修
正
さ
れ
た
部
分

を
可
決
し
、
修
正
さ
れ
て
い

な
い
そ
の
他
の
部
分
も
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

修
正
動
議
の
内
容

　

今
回
、
新
た
に
盛
り
込
ま

れ
た
旧
鞍
手
北
中
学
校
跡
地

の
地
盤
調
査
業
務
委
託
料
に

係
る
予
算
（
１
千
２
０
０
万

円
）
及
び
地
域
力
の
維
持
・

強
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
を

目
的
と
し
た
地
域
お
こ
し
協

力
隊
（
３
８
３
万
５
千
円
）

の
関
連
予
算
を
削
除
す
る
も

の
で
す
。

修
正
の
理
由

　

地
盤
調
査
業
務
委
託
料

は
、
法
が
認
め
る
職
務
権

限
に
従
っ
て
教
育
委
員
会
が

小
学
校
の
新
設
場
所
を
選
定

し
た
が
、
そ
の
結
果
が
町
長

の
思
い
描
い
て
い
た
場
所
と

違
っ
て
い
た
と
の
理
由
か

ら
、
独
断
で
予
算
措
置
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
当
該
敷
地

の
将
来
的
な
計
画
も
な
く
独

断
と
偏
見
に
満
ち
た
予
算
計

上
と
言
え
る
。

　

予
算
は
真
に
町
民
の
た
め

に
使
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、

我
々
議
会
は
こ
の
よ
う
な
町

長
の
暴
走
を
見
逃
す
こ
と
は

で
き
な
い
。

　

ま
た
、「
地
域
お
こ
し
協

力
隊
募
集
事
務
費
」
及
び
「
地

域
お
こ
し
協
力
隊
活
動
費
」

に
つ
い
て
の
予
算
項
目
は
令

和
４
年
度
の
鞍
手
町
一
般
会

計
予
算
に
も
計
上
さ
れ
て
い

た
が
、
議
会
は
総
務
省
が
推

奨
す
る
内
容
と
、
町
長
が
抱

く
「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
」

と
の
概
要
が
著
し
く
か
け
離

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
減
額
修

正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

今
回
も
同
様
に
町
長
の
発

言
し
た
概
要
は
、
前
回
と
大

差
な
く
、
広
報
担
当
職
員
の

現
ス
キ
ル
で
十
分
に
対
応
で

き
る
内
容
で
あ
る
と
判
断
で

き
る
。

　

町
長
は
「
地
域
お
こ
し
協

力
隊
」
に
対
し
何
ら
の
思
い

入
れ
も
な
く
、
た
だ
単
に
国

へ
の
点
数
稼
ぎ
で
あ
り
、
著

し
く
議
会
を
軽
ん
じ
て
い
る

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

よ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
関
連

す
る
予
算
を
公
金
よ
り
支
出

す
る
こ
と
は
認
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

　

提
出
者　

添
田　

政
勝

　

賛
成
者　

有
働　

徳
仁

　

賛
成
者　

篠
原　

哲
哉

　

賛
成
者　

須
山　

由
紀
生

　

賛
成
者　

田
中　

二
三
輝
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令和５年度　一般会計・特別会計・企業会計　予算総括令和５年度　一般会計・特別会計・企業会計　予算総括

会　　　計　　　名 令和５年度 令和４年度 対前年　
度比

一　般　会　計
修正部分 △１，５８４万円

修正を除く原案 １０６億４７万円 ９１億１，９１１万円 116.2％
　
　
　
　

特　

別　

会　

計

国民健康保険事業 １７億７，２７８万円 １８億６，６２３万円 95.0％

かんがい施設維持管理運営費 ５，１８５万円 ５，２１０万円 99.5％

後期高齢者医療 ３億１，２５９万円 ２億９，５１８万円 105.9％

住宅新築資金等 5 ６６万円 ６９５万円 81.4％

谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費 ７０９万円 ７３４万円 96.6％

地方独立行政法人くらて病院貸付金等 ３億５，８４０万円 ２億６，０５０万円 137.6％

企業　
会計

水　道　事　業　会　計 ４億９，３１１万円 ５億１，６１７万円 95.5％

下　水　道　事　業　会　計 １１億６３２万円 １１億４，９０６万円 96.3％

��

修
正
動
議
が

　
　
　
　

提
出
さ
れ
る
！

※数字は四捨五入しているため、必ずしも合計額と一致しているとは限りません。
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プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
権

利
は
憲
法
が
保
障
す
る
基
本

的
人
権
で
す
。

匿
名
加
工
情
報
と
は
特
定

の
個
人
を
識
別
で
き
な
い
よ

う
に
個
人
情
報
を
加
工
し
、

当
該
個
人
情
報
を
復
元
で
き

な
い
よ
う
に
し
た
情
報
の
事

で
、
非
個
人
情
報
の
扱
い
と

な
る
た
め
本
人
の
同
意
を
得

ず
に
、
第
三
者
に
提
供
、
目

的
外
利
用
が
可
能
と
さ
れ
て

い
る
も
の
で
す
。

国
も
、
市
町
村
に
は
、
匿

名
加
工
情
報
の
利
活
用
の
提

案
募
集
を
義
務
付
け
て
い
な

い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

ま
た
、
あ
る
自
治
体
の
審

議
会
で
は
、
匿
名
加
工
情
報

の
提
供
は
、
住
民
に
と
っ
て

不
安
が
ぬ
ぐ
え
な
い
側
面
も

あ
り
、
極
め
て
慎
重
に
検
討

し
て
行
く
必
要
が
あ
る
と
い

う
意
見
も
出
さ
れ
て
い
ま

す
。行

政
が
個
人
情
報
を
守
る

責
務
を
放
棄
し
、
本
人
の
同

意
な
く
目
的
外
に
流
用
し
、

企
業
利
益
の
た
め
に
外
部
提

供
す
る
こ
と
が
行
政
の
仕
事

と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

個
人
情
報
の
漏
洩
な
ど
の

事
件
は
、
相
次
い
で
い
ま
す
。

個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

侵
害
、
利
益
誘
導
や
官
民
癒

着
に
も
繋
が
り
か
ね
な
い
こ

の
法
律
施
行
条
例
に
は
反
対

し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

西
藤　

典
子

こ
れ
は
、
地
方
公
務
員
法

の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
定
年

が
65
歳
ま
で
段
階
的
に
引
き

上
げ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
条
例

が
改
正
さ
れ
る
も
の
で
す
。

内
容
は
令
和
５
年
度
よ
り

２
年
に
１
歳
ず
つ
定
年
の
基

準
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
８
年

後
の
令
和
13
年
に
改
正
が
完

了
す
る
も
の
で
す
。

し
か
し
、
令
和
13
年
以
降

に
退
職
す
る
職
員
は
、
60
歳

を
過
ぎ
て
も
65
歳
以
前
に
退

職
す
れ
ば
、
依
願
退
職
扱
い

と
な
り
、
退
職
金
が
満
額
も

ら
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
年
金
の
支
給
年
齢
が

引
き
上
げ
ら
れ
、
65
歳
ま
で

働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
と
は
い
え
、
何
ら
か

の
理
由
で
65
歳
ま
で
働
く
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き

は
、
そ
れ
ま
で
の
慰
労
金
で

も
あ
る
退
職
金
が
目
減
り
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
議

案
第
5
号
及
び
関
連
す
る
第

６
号
、
第
７
号
、
第
８
号
、

第
９
号
、
第
10
号
、
第
11
号
、

第
12
号
、
第
19
号
、
第
20
号

に
つ
い
て
も
反
対
し
ま
す
。

　
　
　
　
　

宇
田
川　

亮

岸
田
政
権
の
新
年
度
予

算
は
、
戦
後
の
安
全
保
障
政

策
の
大
転
換
を
掲
げ
て
専
守

防
衛
を
完
全
に
か
な
ぐ
り

捨
て
る
こ
と
を
宣
言
し
た
安

保
３
文
書
に
基
づ
い
て
、
５

年
間
で
43
兆
円
と
い
う
大
軍

拡
を
進
め
る
初
年
度
予
算
で

あ
り
、
戦
争
国
家
づ
く
り
元

年
予
算
と
い
う
べ
き
も
の
で

す
。
軍
拡
の
た
め
に
社
会
保

障
費
は
１
，
５
０
０
億
円
も

圧
縮
さ
れ
、
年
金
給
付
は
実

質
削
減
と
な
っ
て
い
ま
す
。

岸
田
首
相
が
掲
げ
た
子
育

て
予
算
倍
増
は
、
全
く
の
看

板
倒
れ
と
な
り
、
物
価
高
騰

が
国
民
を
苦
し
め
て
い
る
最

中
に
、
軍
事
費
に
つ
ぎ
込
む

と
い
う
戦
後
最
悪
の
予
算
案

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

鞍
手
町
の
新
年
度
予
算

案
は
、
基
本
的
に
政
府
の
予

算
案
に
追
随
す
る
も
の
で
す

が
、
厳
し
い
町
財
政
の
中
、

日
本
共
産
党
が
こ
れ
ま
で
何

度
も
取
り
上
げ
て
き
た
子
ど

も
医
療
費
の
無
料
化
の
拡
大

（
令
和
５
年
10
月
よ
り
高
校

卒
業
に
至
る
ま
で
が
対
象
）

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と

は
、
心
か
ら
歓
迎
す
る
も
の

で
す
。

高
す
ぎ
る
国
保
税
の
引
き

下
げ
や
町
独
自
の
介
護
保
険

料
・
利
用
料
の
減
免
制
度
、

学
校
や
公
共
施
設
の
ト
イ
レ

に
生
理
用
品
を
置
く
こ
と
な

ど
、
町
民
生
活
と
子
育
て
、

中
小
業
者
を
応
援
す
る
予
算

に
組
み
替
え
る
こ
と
を
求
め

て
反
対
討
論
と
し
ま
す
。

　
　
　
　
　

宇
田
川　

亮

　

　

本
議
案
は
、
町
長
の
政
治

姿
勢
が
最
も
反
映
さ
れ
る
べ

き
議
案
で
あ
る
。

　

し
か
し
２
年
続
け
て
議
会

か
ら
減
額
修
正
さ
れ
る
前
代

未
聞
の
状
況
を
招
く
結
果
と

な
っ
た
。

　

ま
た
、
小
学
校
統
合
で
は
、

本
来
、
法
的
に
町
長
が
拒
む

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
教
育
委

員
会
が
職
務
権
限
に
の
っ
と

り
作
成
し
た
報
告
書
を
、
町

長
の
思
い
描
く
場
所
と
違
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
受

け
取
ろ
う
と
は
せ
ず
、
統
合

に
関
す
る
予
算
を
要
求
し
た

に
も
関
わ
ら
ず
、
令
和
５
年

度
予
算
に
計
上
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
恥
知
ら

ず
で
愚
か
な
行
為
と
言
わ
ざ

る
を
得
ず
、
教
育
行
政
を
混

乱
さ
せ
、
児
童
や
関
係
者
に

多
大
な
混
乱
を
生
じ
さ
せ
て

い
ま
す
。

　

本
議
案
は
、
町
民
の
生
活

向
上
に
向
け
た
事
業
や
、
庁

舎
建
設
に
関
連
す
る
事
業
な

ど
重
要
な
予
算
が
計
上
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
十
分
承

知
し
て
い
る
が
、
法
の
解
釈

す
ら
で
き
ず
職
務
権
限
を
逸

脱
し
、
児
童
た
ち
を
犠
牲
に

し
た
令
和
５
年
度
鞍
手
町
一

般
会
計
予
算
は
認
め
ら
れ
な

い
。

　
　
　
　

田
中　

二
三
輝

　　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
や
原
油
価
格
・
物
価
の

更
な
る
高
騰
等
に
よ
り
、
暮

ら
し
も
営
業
も
厳
し
さ
を
増

す
ば
か
り
で
す
。
ま
た
、
10

月
か
ら
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

導
入
が
、
更
に
追
い
打
ち
を

か
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま

す
。
高
す
ぎ
る
国
保
税
を
引

き
下
げ
て
ほ
し
い
と
い
う
願

い
も
切
実
で
す
。
国
は
、
国

庫
負
担
割
合
の
引
き
上
げ
や

低
所
得
者
層
に
対
す
る
保
険

料
負
担
軽
減
策
の
拡
充
を
行

う
べ
き
で
す
。

２
０
２
２
年
度
よ
り
未
就

学
児
の
均
等
割
の
５
割
が
軽

減
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
が
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の

子
ど
も
に
ま
で
国
保
税
を
か

け
て
い
る
状
況
は
変
わ
っ
て

い
ま
せ
ん
。
子
ど
も
の
均
等

割
を
無
く
し
、
国
に
対
し
抜

本
的
な
追
加
の
公
費
投
入
を

求
め
て
い
く
こ
と
を
申
し
上

げ
て
反
対
討
論
と
し
ま
す
。

　
　
　
　
　

宇
田
川　

亮

　

鞍
手
町
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

鞍
手
町
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
５
年
度
一
般
会
計
予
算

令
和
５
年
度
鞍
手
町
国
民

健
康
保
険
事
業
特
別
会
計

予
算

石
いしまつ

松　一
か ず よ

葉 氏

　

石
松　

一
葉�

氏
の
任

期
が
本
年
６
月
30
日
で

満
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、

同
氏
を
再
推
薦
す
る
こ

と
に
全
員
賛
成
で
同
意

し
ま
し
た
。

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦

※質疑の内容、答弁は紙面の都合上、要約しています。

　会議録は、鞍手町ホームページや議会事務局で閲覧できます。

　尚、会議録の調製により、閲覧が遅れる場合がありますのでご了承ください。

反反
対対
討討
論論



　

こ
の
陳
情
の
内
容
は
政
党

機
関
誌
の
勧
誘
・
配
達
・
集

金
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
こ

れ
は
憲
法
で
認
め
ら
れ
た
政

治
活
動
を
妨
害
す
る
も
の
で

す
。

　

し
か
も
個
人
と
の
契
約
で

も
あ
り
、
そ
れ
を
外
部
か
ら

自
粛
を
求
め
る
と
い
う
陳
情

は
、
す
べ
き
で
は
な
い
し
、

こ
れ
を
認
め
る
わ
け
に
も
い

か
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
も
庁
舎
内
の
管

理
規
則
に
基
づ
い
て
、
配
達
・

集
金
等
は
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
陳
情
は
明
ら
か
に
赤

旗
新
聞
と
日
本
共
産
党
を
攻

撃
し
た
内
容
で
す
。

　

日
本
共
産
党
の
先
輩
方
は

拷
問
を
受
け
監
獄
に
入
れ
ら

れ
な
が
ら
も
侵
略
戦
争
反
対

を
掲
げ
て
い
ま
し
た
。

　

今
、
岸
田
政
権
が
大
軍
拡

を
打
ち
立
て
て
、
こ
の
陳
情

自
体
が
、
第
２
の
戦
前
を
呼

び
起
こ
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
こ
の
中
身
は
、

政
党
新
聞
と
政
党
機
関
誌
と

書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
赤
旗
新
聞
の
み
で
な
く
他

の
政
党
紙
や
運
動
体
、
そ
れ

か
ら
宗
教
新
聞
、
全
て
の
機

関
誌
が
対
象
に
な
っ
て
く
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
を
全
て
自
粛
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
明
ら

か
に
憲
法
を
逸
脱
し
た
も
の

で
あ
る
と
考
え
ま
す
の
で
、

陳
情
に
対
し
反
対
し
ま
す
。

　
　
　
　
　

宇
田
川　

亮
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庁
舎
内
に
お
け
る
職
員
へ

の
政
党
機
関
紙
の
勧
誘
・
配

達
・
集
金
を
自
粛
す
る
よ
う

求
め
る
陳
情

第
１
回

第
１
回
臨
時
会

　

第
１
回
臨
時
会
が
、
１
月
16
日
に
行
わ
れ
、
補
正
予

算
１
件
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

出
産
・
子
育
て
応
援

交
付
金
の
伴
走
型
相

談
支
援
に
係
る
経
費
と
し

て
、
予
算
計
上
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
事
業
内
容
を
も
っ

と
詳
し
く
。

令
和
４

年
度
国

の
第
２
次
補
正
予
算
で
予
算

付
け
が
さ
れ
た
も
の
で
、
子

育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
の
職
員
等
が
、
出
産
及
び

子
育
て
に
対
す
る
ア
ド
バ
イ

ス
や
出
産
か
ら
２
歳
程
度
ま

で
の
子
ど
も
さ
ん
に
面
談
等

を
行
っ
て
子
育
て
支
援
を
行

う
の
で
す
。

補
正
予
算
で
の
計
上

だ
が
、
今
後
は
ど
う

な
る
の
か
。

国
は
、

次
年
度

以
降
も
こ
の
事
業
に
関
し
、

恒
久
化
を
目
指
す
と
の
考
え

な
の
で
、
本
町
に
お
き
ま
し

て
も
令
和
５
年
度
以
降
も
予

算
要
求
し
、
妊
娠
あ
る
い
は

出
産
さ
れ
た
方
に
対
し
て
、

継
続
し
て
支
援
を
行
っ
て
い

く
考
え
で
す
。

問 ●
令
和
４
年
度
一
般
会
計

　
　
　
　
　
　
補
正
予
算
第
７
号

 

　

(

賛
成
11
人
、
欠
席
１
人
で
可
決)

主
な
質
疑

主
な
質
疑

問

鞍
手
町
公
共
施
設
等

利
活
用
検
討
委
員
会

と
あ
る
が
、
こ
の
範
囲
は
。

今

回
、

設

置

す

る

検

討

委

員
会
で
は
、
鞍
手
町
公
共
施

設
等
総
合
管
理
計
画
及
び
個

別
計
画
に
お
い
て
売
却
、
賃

貸
、
除
去
、
転
用
な
ど
の
検

討
方
針
が
示
さ
れ
た
公
共
施

設
等
の
う
ち
、
具
体
的
な
利

活
用
計
画
が
定
め
ら
れ
な
い

も
の
を
こ
の
検
討
委
員
会
で

調
査
検
討
を
行
っ
て
い
き
ま

す
。

鞍
手
町
子
ど
も
医
療

費
の
支
給
に
関
す
る

条
例
で
令
和
５
年
10
月
１
日

か
ら
の
施
行
と
な
っ
て
い
る

が
、
な
ぜ
４
月
１
日
か
ら
で

は
な
い
の
か
。

議
案
の

可
決
を

前
提
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
し

て
、
シ
ス
テ
ム
の
改
修
に
約

３
ヶ
月
程
度
か
か
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
18
歳
に
な
る

年
度
末
対
象
世
帯
へ
の
周
知

等
も
含
め
て
、
半
年
程
度
の

期
間
を
要
す
る
と
想
定
し
、

10
月
１
日
の
施
行
と
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

鞍
手
町
公
共
下
水
道

事
業
計
画
検
討
委
員

会
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ

い
。

令
和
６

年
度
に

福
岡
県
が
汚
水
処
理
構
想
の

見
直
し
を
県
内
一
斉
で
行
い

ま
す
。
そ
れ
に
合
わ
せ
、
令

和
５
年
度
に
鞍
手
町
の
汚
水

処
理
構
想
の
見
直
し
を
行
う

た
め
に
、
こ
の
検
討
委
員
会

を
立
ち
上
げ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

問総
務
課
長

総
務
課
長

そ
の
他
の

そ
の
他
の
質
疑
質
疑

問保
険
健
康
課
長

保
険
健
康
課
長

　

(

賛
成
多
数
で
採
択)

●
陳
情
者

　

明
る
い
福
岡
県
を
作
る
会

　
　
　
　
　
　

高
橋　

幸
子

庁
舎
内
に
お
け
る
職

員
へ
の
政
党
機
関
紙

の
勧
誘
・
配
達
・
集

金
を
自
粛
す
る
よ
う

求
め
る
陳
情

陳陳  
情情

反反
対対
討討
論論

保
険
健
康
課
長

保
険
健
康
課
長

保
険
健
康
課
長

保
険
健
康
課
長

そ
の
他
、
西
藤
典
子
議

員
か
ら
も
反
対
討
論
が
あ

り
ま
し
た
。

問上
下
水
道
課
長

上
下
水
道
課
長
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添
田　
政
勝

野
口
美
恵
子

田
中
二
三
輝

宇
田
川　
亮

新
谷　
留
晴

篠
原　
哲
哉

有
働　
徳
仁

栗
田　
美
和

許
斐　
英
幸

西
藤　
典
子

的
野　
信
之

須
山
由
紀
生

議決
結果

情報公開・個人情報保護審査会条例 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可決
個人情報の保護に関する法律施行条例 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可決
附属機関設置条例の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可決
職員の育児休業等に関する条例の一部改正 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可決
職員の降給の事由及びその手続効果に関する条例の一

部改正
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可決

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可決
職員の定年等に関する条例の一部改正 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可決
公益的法人等への鞍手町職員の派遣等に関する条例の

一部改正
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可決

一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可決
職員退職手当支給条例の一部改正 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可決
国民健康保険条例の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
子ども医療費の支給に関する条例等の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
重度障がい者医療費の支給に関する条例の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部改正
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

水道事業及び下水道事業企業職員の給与の種類及び基

準に関する条例の一部改正
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可決

職員の再任用に関する条例を廃止する条例 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可決
令和４年度一般会計補正予算（第８号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
令和４年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

令和４年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
令和５年度一般会計予算（修正案） ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可決
令和５年度一般会計予算（修正案を除く原案） ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可決
令和５年度国民健康保険事業特別会計予算 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可決
令和５年度後期高齢者医療特別会計予算 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可決
令和５年度住宅新築資金等特別会計予算 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可決
令和５年度かんがい施設維持管理運営費特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
令和５年度谷山池パイプライン水利施設維持管理運営

費特別会計予算
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

令和５年度地方独立行政法人くらて病院貸付金等特別

会計予算
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

令和５年度水道事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
令和５年度下水道事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
民事調停の申立て ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

令和５年第２回定例会議案議決結果及び議員別賛否一覧表
議長は裁決には加わりません。○は賛成、●は反対を表しています



知
り
た
い
こ
と
望
む
こ
と

４人が４人が
一般質問一般質問

１．１．田田
た な かた な か

中中　　二二
ふ み きふ み き

三輝三輝　議員議員・・・・・・・・・・・８・・・・・・・・・・・８

　　・　　・小学校の統合について

　一般質問とは、町長から提出された議案以外に、行政に対する疑問点につ

いて質問することです。

　一般質問の内容、答弁は質問者自身が要約し、広報委員会が校正したもの

です。

　質問の全文は、鞍手町ホームページや議会事務局で会議録を閲覧できます。

※尚、会議録の調製により、閲覧が遅れる場合がありますので、ご了承下さい。

３．３．西西
さ い と うさ い と う

藤藤 典典
の り この り こ

子子　議員議員・・・・・・・・・・・10・・・・・・・・・・・10

　　・　　・第３次鞍手町男女共同参画基本計画について

　　・トイレへの生理用品の配置について

　　・六田川改修計画について

　　・鞍手開発の工事変更許可について

２．２．栗栗
く り たく り た

田田 美美
よ し か ずよ し か ず

和和　議員議員・・・・・・・・・・・９・・・・・・・・・・・９

　　・　　・小学校の統合について

▲新型コロナウイルス感染症対策のためマスクを着用しています。
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４．４．宇宇
う た が わう た が わ

田川田川　　亮亮
あきらあきら

　議員議員・・・・・・・・・・・11・・・・・・・・・・・11

　　・　　・小学校の統廃合について
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一般質問一般質問

小
学
校
を
統
合
す
る

必
要
性
は
。

今
後
、
児
童
数

も
減
少
す
る
と

見
込
ま
れ
て
お
り
、
令
和

11
年
ま
で
に
複
式
学
級
を

編
成
せ
ざ
る
を
得
な
い
学

校
も
４
校
に
増
加
し
ま
す
。

ま
た
、
校
舎
の
老
朽
化
も

大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、

学
力
が
十
分
保
障
で
き
る

と
は
言
い
が
た
く
、
少
人

数
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
切

磋
琢
磨
す
る
機
会
も
少
な

く
な
り
ま
す
。
今
後
の
生

き
る
力
を
養
う
上
で
も
小

学
校
の
統
合
は
必
要
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。

統
合
小
学
校
に
係
る

教
育
委
員
会
の
職
務

権
限
は
。

教
育
委
員
会
の

職
務
権
限
に
つ

き
ま
し
て
は
、
地
方
教
育
行

政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す

る
法
律
の
第
21
条
に
規
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

統
合
小
学
校
と
し
て
新
設

す
る
学
校
は
、「
教
育
委
員

会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
の

設
置
」
に
、
統
合
に
よ
り
廃

校
と
な
る
学
校
に
つ
い
て

は
、「
教
育
委
員
会
の
所
管

に
属
す
る
学
校
の
廃
止
」
に

該
当
す
る
も
の
と
考
え
て
い

ま
す
。統

合
小
学
校
の
開
校

時
期
は
。設

計
、

造

成
、

建
築
工
事
の
期

間
を
考
え
る
と
、
最
も
早
い

時
期
と
し
て
令
和
９
年
と
考

え
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
教
育
委
員
会
で

決
定
し
た
報
告
書
を
町
長
が

受
け
取
ら
な
か
っ
た
こ
と
で

統
合
に
向
け
て
の
話
し
合
い

が
進
ま
ず
、
児
童
の
学
力
保

障
や
学
校
生
活
な
ど
が
犠
牲

に
な
り
ま
す
。

な
ぜ
町
長
は
、
教
育

委
員
会
の
報
告
書
を

受
け
取
ら
な
か
っ
た
の
か
。

町
長
は
、
旧
鞍

手
北
中
学
校
が

統
合
小
学
校
の
建
設
地
に
ふ

さ
わ
し
い
と
繰
り
返
し
主
張

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
教
育
委

員
会
は
、
地
教
行
法
第
21
条

第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
全
会
一
致
で
剣
南
小

学
校
敷
地
を
建
設
地
と
し
て

決
定
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
法
の
規
定
に
よ
る

教
育
委
員
会
の
職
務
権
限
に

基
づ
く
決
定
文
書
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
報
告
書
を
受
け
取

る
よ
う
再
三
、
教
育
課
長
と

申
し
出
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、

教
育
委
員
会
が
勝
手
に
決
め

た
こ
と
だ
か
ら
と
、
町
長
は

受
け
取
り
を
拒
否
さ
れ
ま
し

た
。

統
合
小
学
校
に
関
す

る
予
算
要
求
を
し
な

か
っ
た
の
か
。令

和
５
年
度
の

予
算
要
求
に
つ

い
て
は
、
町
長
査
定
の
な
か

で
、
町
長
の
責
任
に
お
い
て

全
て
予
算
計
上
し
な
い
と
言

わ
れ
、
要
求
し
た
予
算
は
全

額
削
ら
れ
て
い
ま
す
。

問

教育長教育長

問問

小学校統合の時期小学校統合の時期はは？？

町長が教育委員会の町長が教育委員会の
　　　報告書の受取りを拒否。　　　報告書の受取りを拒否。

問 問

田中  二三輝 議員

教
育
長

教
育
長

教
育
長

教
育
長

教
育
長

教
育
長

教
育
長

教
育
長

問教
育
課
長

教
育
課
長

地方公共団体の長(町長)の職務権限

　教育委員会が下した決定については、地方公共団体の

長は、著しく合理性に欠きそのために予算執行の適正確

保の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り、

その決定を尊重し、その内容に応じた財務会計上の処理

をとるべき義務があり、これを拒むことは、許されない

と解するのが相当である。

　さらに、地方公共団体の長は、関係規定に基づき、予

算執行の適正を確保すべき責任を地方公共団体に対して

負担するものであるが反面、同法に基づく独立した機関

としての教育委員会の有する固有の権限内容にまで介入

し得るものではなく、このことから地方公共団体の長の

有する予算執行機関としての職務権限には、おのずから

制約が存するものと言うべきである。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条並びに第２２条の解釈について最高裁判例より抜粋
（裁判官の職務権限に関する解説）　
教育委員会の職務権限

　同法第２１条、教育委員会が学校、その他の教育機関

の設置、管理及び廃止、教育財産の管理、教育委員会及

び学校その他の教育機関の職員の任免、その他の人事な

どを含む地方公共団体が処理する教育に関する事務の主

要なものを管理執行する広範な権限を有すると定めてい

る。

　すなわち同法は、教育行政については、教育委員会の

固有の権限とすることにより、教育の政治的中立と教育

行政の安定の確保を図るとともに教育行政の財政的基盤

の確立を期することをしたものと解される。
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一般質問一般質問

教
育
長
の
小
学
校
の

現
状
説
明
に
対
し
て

町
長
の
認
識
を
伺
い
ま
す
。

複
式
学
級
を
導

入
せ
ざ
る
を
得

な
い
よ
う
な
現
状
に
憂
慮
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
小
中
学
校
の
適
正

規
模
化
に
よ
る
教
育
環
境
を

整
え
る
こ
と
は
、
必
要
と
考

え
ま
す
。

　

平
成
27
年
に
鞍
手
中
学
校

が
開
校
し
た
後
、
小
学
校
の

統
合
に
つ
い
て
は
放
置
さ
れ

て
い
た
も
の
と
認
識
し
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
、
令
和
３
年

に
保
護
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
実
施
し
、
統
合
へ
の

声
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
た

め
、
小
学
校
あ
り
方
検
討
委

員
会
を
立
ち
上
げ
今
日
に
至

っ
て
い
ま
す
。

２
年
間
に
わ
た
る
、

あ
り
方
検
討
委
員
会

の
結
論
が
、
教
育
委
員
会
も

含
め
て
統
合
場
所
を
剣
南
小

学
校
に
し
て
は
ど
う
か
と
の

方
向
で
決
ま
っ
た
と
伺
っ
た

が
、
町
長
は
そ
の
結
果
を
受

け
入
れ
ら
れ
な
い
と
の
考
え

を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
ど
う
で
す
か
。

本
来
、
平
成
27

年
に
改
正
さ
れ

た
教
育
大
綱
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い

ま
す
し
、
更
に
ま
ち
づ
く
り

の
観
点
か
ら
も
、
私
の
考
え

方
が
加
味
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
剣
南
小
学
校
を
候
補
地

と
す
る
こ
と
は
、
全
面
的
に

受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

学
校
の
統
合
な
ど
は
、

教
育
行
政
を
担
当
す

る
教
育
委
員
会
に
権
限
が
あ

り
、
予
算
編
成
や
執
行
権
を

持
つ
町
長
と
協
議
を
す
る
べ

き
で
は
な
い
で
す
か
。

教
育
長
は
、
私

が
任
命
し
て
い

ま
す
。
今
後
、
教
育
長
と
教

育
委
員
会
が
私
と
同
じ
方
向

に
進
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
協

議
し
て
い
き
ま
す
。

教
育
環
境
を
整
備
し

て
児
童
が
切
磋
琢
磨

し
、
学
び
伸
び
て
ゆ
く
た
め

に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の

か
、
児
童
や
教
育
現
場
へ
の

マ
イ
ナ
ス
部
分
を
解
消
す
る

こ
と
及
び
候
補
地
の
決
定
に

つ
い
て
は
、
早
期
に
結
論
を

出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
期

待
し
て
私
の
質
問
を
終
わ
り

ま
す
。

問
町町
長長
は
、
教

は
、
教
育育
委
員
会
の
結
論
を

委
員
会
の
結
論
を

　
　
受
け
入

　
　
受
け
入
れ
ら
れ
ら
れれ
なな
い
と
の
考
え
だ
が

い
と
の
考
え
だ
が
？？

町
長
町
長

教教
育
長
も
最
終
的
に
は
、
私
と
同
じ

育
長
も
最
終
的
に
は
、
私
と
同
じ

　　  
方
向
に

方
向
に
進進
ん
で
も
ら

ん
で
も
ら
ええ
るる
と
思
い
ま
す
。

と
思
い
ま
す
。

問

問

問町町  

長長

問

町町  

長長

町町  

長長

▲剣南小学校敷地

栗田　美和 議員

▲旧鞍手北中学校



第
３
次
鞍
手
町
男
女

共
同
参
画
基
本
計
画

の
基
本
理
念
に
掲
げ
ら
れ
て

い
る
も
の
は
。

一
つ
目

が
男
女

が
人
と
し
て
の
尊
厳
を
重
ん

じ
ら
れ
る
こ
と
。

　

二
つ
目
に
性
に
よ
る
差
別

的
取
扱
い
を
受
け
な
い
こ

と
。

　

三
つ
目
が
男
女
が
社
会
の

対
等
な
構
成
員
と
し
て
、
個

性
と
能
力
を
発
揮
す
る
機
会

が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

　

四
つ
目
に
人
権
侵
害
で
あ

る
、
あ
ら
ゆ
る
暴
力
が
根
絶

さ
れ
る
こ
と
。

　

五
つ
目
に
固
定
的
な
性
別

役
割
分
担
意
識
を
な
く
し
、

家
庭
生
活
・
地
域
活
動
な
ど

と
仕
事
と
が
調
和
で
き
る
こ

と
。

　

六
つ
目
に
国
際
的
な
規
範

や
基
準
、
指
針
等
世
界
的
な

取
り
組
み
と
連
動
し
て
進
め

ら
れ
る
こ
と
。
と
な
り
ま
す
。

こ
の
六
つ
の
基
本
理

念
に
基
づ
き
四
つ
の

基
本
目
標
と
そ
れ
に
基
づ
く

14
の
重
点
目
標
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
が
、
達
成
状
況
は
ど

う
な
っ
て
い
る
か
。

評
価
と
し
て
Ａ

か
ら
Ｄ
ま
で
の

区
分
を
設
定
し
て
お
り
、
Ａ

は
取
り
組
み
が
十
分
で
目
標

達
成
に
大
き
く
貢
献
。
Ｂ
は

取
り
組
み
が
目
標
達
成
に
や

や
貢
献
。
Ｃ
は
取
り
組
み
が

目
標
達
成
に
貢
献
度
が
薄

い
。
Ｄ
は
取
り
組
ま
れ
て
お

ら
ず
、
目
標
達
成
に
貢
献
で

き
な
か
っ
た
。
と
し
て
い
ま

す
が
、
令
和
３
年
度
の
状
況

で
は
、
５
つ
の
重
点
目
標
が

Ｂ
評
価
、
７
つ
の
重
点
目
標

が
Ｃ
評
価
、
２
つ
の
重
点
目

標
が
Ｄ
評
価
で
し
た
。

こ
の
計
画
に
は
、
推

進
体
制
の
整
備
と
言

う
項
目
が
あ
る
が
、
鞍
手
町

男
女
共
同
参
画
ネ
ッ
ト
が
今

年
の
３
月
31
日
を
も
っ
て
解

散
を
決
定
し
た
と
聞
い
た
。

解
散
に
至
っ
た
経
緯
は
。

鞍
手
町
男
女
共

同
参
画
ネ
ッ
ト

を
立
ち
上
げ
た
際
は
、
男
女

共
同
参
画
に
関
す
る
条
例
を

制
定
す
る
の
が
大
き
な
目
標

で
あ
り
、
先
進
自
治
体
を
視

察
す
る
な
ど
の
取
り
組
み
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

15
年
を
経
過
し
て
、
会
員

の
高
齢
化
と
会
員
数
の
減
少

に
よ
り
、
今
回
解
散
に
至
っ

た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

男
女
共
同
参
画
の
実

現
は
こ
れ
か
ら
の
事
。

計
画
の
中
に
は
、「
町
が
推

進
体
制
を
充
実
し
て
」
と
言

う
文
言
も
あ
る
。
町
と
し
て

の
具
体
的
取
り
組
み
、
財
政

的
支
援
等
は
、
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
。

町
か
ら
は
年
間

８
万
円
の
補
助

を
行
っ
て
い
ま
す
。

規
模
は
違
う
が
、
近

隣
の
市
で
は
年
間

40
万
円
の
補
助
金
が
出
て
い

た
。
今
後
、
新
た
な
組
織
を

立
ち
上
げ
る
心
積
り
は
。

何
か
核
と
な
る

組
織
が
必
要
か

と
思
い
ま
す
が
、
行
政
が
率

先
し
て
立
ち
上
げ
る
よ
り
、

住
民
の
皆
さ
ん
の
意
識
の
高

ま
り
に
よ
っ
て
、
新
た
な
組

織
を
作
り
上
げ
て
い
く
方

が
、
よ
り
良
い
も
の
が
出
来

て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
ま
す
。

男
女
共
同
参
画
の
基

本
理
念
に
照
ら
し
て

も
、
ト
イ
レ
へ
の
生
理
用
品

の
配
置
が
望
ま
れ
る
が
。

町
内
の
小
中
学

校
で
は
、
保
健

室
に
行
け
ば
配
布
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

児
童
生
徒
に
渡
す
際
に
、

生
活
状
況
や
家
庭
関
係
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

虐
待
や
貧
困
な
ど
の
状
況
が

判
明
す
る
こ
と
も
あ
る
た

め
、
ト
イ
レ
へ
の
配
置
は
考

え
て
い
ま
せ
ん
。

問

一般質問一般質問
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問

問

問

町長町長
目標目標達成達成に向けて取り組んでに向けて取り組んで
　いきたいと考えております。　いきたいと考えております。

西藤　典子 議員

教
育
長

教
育
長

問

保
険
健
康
課
長

保
険
健
康
課
長

町町  

長長

町町  

長長
問町町  

長長

そ
の
他
「
六
田
川
改
修
計

画
」
と
「
鞍
手
開
発
の
工

事
変
更
許
可
」
に
つ
い
て

の
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

ト
イ
レ
へ
の
生
理
用
品
の

 

配
置
に
つ
い
て

問

町町  

長長

第第３次鞍手町男女共同参画３次鞍手町男女共同参画
　　基本基本計画の達計画の達成成の見の見通通しは？しは？
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町
内
小
学
校
の
ト
イ

レ
や
給
食
セ
ン
タ
ー

等
の
設
備
に
つ
い
て
問
題
や

改
善
点
は
。

校

舎
・

体

育

館

な

ど
、

西

川
小
学
校
を
除
き
築
40
年
を

超
え
て
お
り
、
老
朽
化
が
深

刻
な
状
況
で
す
。

　

ト
イ
レ
は
、
洋
式
ト
イ
レ

が
各
学
年
に
一
つ
し
か
な

く
、
剣
南
小
学
校
で
は
、
洋

式
ト
イ
レ
に
女
子
児
童
が
行

列
を
つ
く
っ
て
い
る
状
況
が

あ
り
ま
す
。

　

給
食
セ
ン
タ
ー
は
、
昭
和

44
年
か
ら
給
食
を
開
始
し
、

現
在
は
約
１
，
２
５
０
食
を

提
供
し
て
い
ま
す
が
、
建
物

の
老
朽
化
が
顕
著
で
す
。

　

小
学
校
が
統
合
さ
れ
れ

ば
、
統
合
小
学
校
に
給
食
調

理
場
を
整
備
し
、
小
学
校
は

自
校
式
で
中
学
校
分
は
配
食

す
る
親
子
方
式
で
の
整
備
を

考
え
て
い
ま
す
。

統
合
す
る
ま
で
の
間
、

特
に
ト
イ
レ
に
つ
い

て
は
早
く
改
善
す
る
べ
き
で

は
。

教
育
委
員
会

は
、

予

算

を

つ
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

が
、
一
つ
で
も
多
く
の
洋
式

ト
イ
レ
を
設
置
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
い
う
の
が
本
音
で

す
。

改
め
て
検
討
し

て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

候
補
地
決
定
の
経
過

は
。

検
討
委
員
会

か
ら
第
３
次

提
言
書
を
受
け
取
り
、
そ
の

後
に
総
合
教
育
会
議
と
教
育

委
員
会
を
そ
れ
ぞ
れ
３
回
行

い
ま
し
た
。

　

最
終
的
に
教
育
委
員
の
全

員
一
致
で
剣
南
小
学
校
敷

地
を
建
設
地
に
決
定
し
ま
し

た
。

法
的
に
候
補
地
決
定

の
権
限
を
有
す
る
教

育
委
員
会
の
決
定
に
対
す
る

町
長
の
考
え
は
。

教
育
長
や
教
育

委
員
の
任
命
責

任
者
と
し
て
、
教
育
委
員
会

か
ら
出
さ
れ
た
結
論
に
つ
い

て
も
、
首
長
に
責
任
が
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

剣
南
小
学
校
が
ふ
さ

わ
し
く
な
い
理
由
は
。

剣
南
小
学
校
の

敷

地

面

積

で

は
、
夢
の
あ
る
小
学
校
が
で

き
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

町
長
の
考
え
で
は
最

初
か
ら
剣
南
小
学
校

を
候
補
地
に
す
る
べ
き
で
は

な
か
っ
た
の
で
は
。
教
育
委

員
会
の
考
え
は
。実

際
に
シ
ミ

ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
し
た
と
こ
ろ
、
１
０
０
台

の
駐
車
場
を
確
保
し
、
学
童

保
育
と
給
食
セ
ン
タ
ー
が
敷

地
内
に
整
備
さ
れ
て
も
、
広

さ
は
十
分
で
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
小
中
連
携
を
考
え

て
も
、
剣
南
小
学
校
が
最
適

な
教
育
環
境
だ
と
決
定
し
ま

し
た
。統

合
後
に
、
少
人
数

学
級
を
取
り
入
れ
る

考
え
は
。

理
想
で
は
30

人
以
下
が
最

適
だ
と
思
い
ま
す
が
、
町
独

自
で
は
厳
し
い
現
状
が
あ
り

ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
教

育
は
、
柔
軟
性

を
も
っ
て
動
く
べ
き
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
30
人
以
下

学
級
が
い
い
と
い
う
よ
り

も
、
も
っ
と
柔
軟
に
対
応
で

き
る
学
校
を
つ
く
り
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

問
小
学
校
の

小
学
校
の
洋
式
洋
式
ト
イ
レ
の
改
善
は

ト
イ
レ
の
改
善
は
？？

町
長
町
長

改
め
て
検
討
し
ま
す
。

改
め
て
検
討
し
ま
す
。

問

問

問

町町  

長長

問町町  

長長
町町  

長長

宇田川　亮 議員

▲剣南小学校

教
育
長

教
育
長

教
育
長

教
育
長

教
育
長

教
育
長

問問教
育
長

教
育
長

問教
育
長

教
育
長

町町  

長長



新型コロナウイルス対策に関する議会の傍聴について新型コロナウイルス対策に関する議会の傍聴について
　新型コロナウイルス感染症対策として、町民の皆様にはご迷惑をおかけしお詫び申し上げます。

　６月議会も同様に下記の項目についてご協力いただきますようお願いいたします。

１．発熱や咳等の症状があるなど体調がすぐれない方は傍聴をご遠慮

　　ください。

２．マスクを着用し咳エチケットにご配慮ください。

３．備え付けの手指消毒液で消毒したうえで傍聴してください。

４．本会議の傍聴席は通常 30 名を最大２0 名通常 30 名を最大２0 名に制限させていただきます。

　傍聴をご希望の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

※なお、新型コロナウイルス感染症については日々状況が変化しており、それに伴い対応方針（開会時間、

　日程等）が変更する場合がありますのでホームページ等で随時お知らせいたします。

問い合わせ　議会事務局　☎ 42局 2111番（内線331）
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く
ら
て
議
会
だ
よ
り

●
発
行
／
福
岡
県
鞍
手
町
議
会
　 

●
編
集
／
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会
　
〒
８
０
７
ー

１
３
９
２  

福
岡
県
鞍
手
郡
鞍
手
町
大
字
中
山 

３
７
０
５
　
☎ 

０
９
４
９
（
42
）
２
１
１
１
　  

●
印
刷
所
／
社
会
福
祉
法
人  

福
岡
コ
ロ
ニ
ー

第
141
号

発
行
責
任
者

発
行
責
任
者

編
集
ス
タ
ッ
フ

編
集
ス
タ
ッ
フ

議
会
議
長

議
会
議
長

星　
　
　

正　

彦

星　
　
　

正　

彦

委

員

長

委

員

長

野　

口　

美
恵
子

野　

口　

美
恵
子

副
委
員
長

副
委
員
長

西

藤

典

子

西

藤

典

子

委

員

委

員

有

働

徳

仁

有

働

徳

仁

委

員

委

員

新

谷

留

晴

新

谷

留

晴

委

員

委

員

委

員

委

員

添

田

政

勝

添

田

政

勝

的

野

信

之

的

野

信

之

■
編 

集 

後 

記

新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
症
法
上
の

位
置
づ
け
を
政
府
は
、
季
節
性
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
同
等
の「
５
類
」

に
移
行
す
る
方
針
を
正
式
に
決
め

ま
し
た
。

本
町
に
お
い
て
は
、
く
ら
て
病

院
が
完
成
し
庁
舎
建
設
も
始
ま

り
、
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い

る
中
で
現
在
、
小
学
校
の
統
合
に

つ
い
て
議
論
を
交
わ
し
て
い
ま
す

が
、
子
ど
も
た
ち
の
将
来
を
考
え

る
上
で
、
一
貫
校
を
含
め
統
合
は

急
務
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

町
民
及
び
保
護
者
の
方
々
の
意

見
を
十
分
に
取
り
入
れ
て
早
急
に

進
め
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

新
谷　

留
晴

表紙の紹介表紙の紹介

　町で春の花と言えばミヤコワスレ。

(都忘れ)。

　開花時期は、４月から６月です。

　花言葉は、「しばしの憩い」や「しば

しの慰め」、「しばしの別れ」という花

言葉があります。

　この花言葉の由来には、鎌倉時代に

承久の乱で敗北し佐渡に流された順徳

天皇が関係しているそうです。

ミヤコワスレ ( 都忘れ )ミヤコワスレ ( 都忘れ )
 　��　

星　

正
彦�

議
員
が
全

国
町
村
議
会
議
長
会
か

ら
町
村
議
会
の
運
営
、

地
域
の
振
興
発
展
に
特

に
顕
著
な
る
功
労
の
あ

っ
た
者
と
し
て
特
別
自

治
功
労
者
表
彰
及
び
町

村
議
会
議
長
と
し
て
７

年
以
上
在
職
し
、
功
労

の
あ
っ
た
者
と
し
て
自

治
功
労
者
表
彰
を
受
章

さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
福
岡
県
町
村

議
会
議
長
会
か
ら
議
員

と
し
て
23
年
以
上
、
議

長
と
し
て
７
年
以
上
在

職
し
、
功
労
の
あ
っ
た

者
と
し
て
自
治
功
労
者

表
彰
を
受
章
さ
れ
ま
し

た
。

  

星　
正
彦 

議
員
が
全

国
町
村
議
会
議
長
会
特

別
自
治
功
労
者
表
彰
を

受
章
さ
れ
ま
し
た
。

じょうきゅう


